
 

 

施設基準登録（外来・在宅ベースアップ評価料（１）） 

 

外来・在宅ベースアップ評価料（１）を算定するには施設基準の登録が必要です。 

下記の手順で登録を行って下さい。 

※施設基準の登録により、自動算定されます。 

 

例）令和 8年 3月１日より、「外来・在宅ベースアップ評価料（１）」の算定を行う場合 

 

１．業務メニュー ⇒ ９１ マスタ登録 ⇒ １０1システム管理マスタ を開きます。 

 

２．管理コード「１００６ 施設基準情報」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

３．右側の有効期間一覧より、最下行（有効終了日が 99999999 となっている行）を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．終了日に算定を開始する前月末を入力し 確定（Ｆ１２） を２回押します。 

（例ではＲ８年２月２８日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point！ 

施設基準の有効期間を分けることにより、返戻等で会計訂正を行った際の算定ミスを防ぐこ

とが出来ます。例の場合、令和８年２月２８日までは「外来・在宅ベースアップ評価料（１）」は

算定されず、令和８年３月１日から「外来・在宅ベースアップ評価料（１）」が算定されます。 



 

 

５．下記のような画面が表示されますので、そのまま 確定（Ｆ１２）  を押します。 

施設基準の名称が青文字で表示されており、 「フラグ」が「１」になっているものが現在有効な 

施設基準です。新たな期間を作成しても、現在の設定内容は引き継がれます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．下記のような画面が表示されたら、 ＯＫ を押して登録を完了します。 

 

 

 

 

 

 

７．再度、管理コード「１００６ 施設基準情報」を選択し、新しく作成する期間の有効開始日を入力

します。（例では R８年３月１日） 

終了日は Enter を押し、無期限「99999999」にして 確定（Ｆ１２） を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point！ 

「設定分」を押すと現在有

効な全ての施設基準を確

認することが出来ます。 

ここは空欄の状態 



 

 

８．左下の「選択コード」欄に「４３０７」と入力し、 Enter を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．「外来・在宅ベースアップ評価料（１）」の「フラグ」欄にカーソルが移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．「フラグ」を「0」→「1」に変更して Enter を押します。 名称が青文字で表示されます。 

 

 

 

 

 

１１．右下の 設定分（Ｆ１０）  を押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラグを「1」にする

と有効になります。 



 

 

１２．設定済みの施設基準情報が下記のように表示されます。内容を確認の上、 確定（Ｆ１２）  を 

押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．下記のような画面が表示されたら、 ＯＫ を押して登録を完了します。 

 

 

 

 

 

 

１３. 再度、管理コード「１００６ 施設基準情報」を選択します。下記のように、期間が分かれていること

を確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、設定は完了です。 

 

次ページは、「外来・在宅ベースアップ評価料（１）」に関するよくあるご質問です。 

 

 



 

 

よくあるご質問 

 

Q: 「外来・在宅ベースアップ評価料」は自動算定されますか？ 

A：施設基準を登録した期間内であれば自動算定されます。（例では R８年３月１日以降） 

 

Q：診療行為入力の画面で「外来・在宅ベースアップ評価料」が自動算定されていません。 

A：診療行為入力の次の画面（診療行為確認画面）で自動発生します。 

  ※検査の判断料や処方箋料が自動発生する画面です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q: 「外来・在宅ベースアップ評価料」の初診時・再診時・訪問診療時は自動で判断されますか？ 

A：診療行為の内容（初診・再診・訪問診療）により、自動判断されます。 

 

Q:初診料・再診料や、外来・在宅ベースアップ評価料の算定回数を調べる方法はありますか？ 

A: ５２月次統計 の ００４ 「診療行為別使用頻度一覧」で 

調べることが出来ます。 

  

 

 

 

※１ヶ月単位で調べることが出来ます。 

※００４を押すと、パラメータ（説明）が表示されます。 

＜診療分類指定＞  初診、再診、指導、在宅 → １０ 

            外来・在宅ベースアップ評価料 → ８０ 

＜診療年月日＞  調べたい月のいずれかの日にち 

＜ 入 外 区 分 ＞  １：入院、２：外来、３：入外合計 

＜ 印 字 順 序 ＞  ２：カナ（昇順） を選択すると名称順に並びます 

＜ 集 計 区 分 ＞  空白にすると診療年月日が含まれた月の月報として処理します 

上記設定後、 処理開始（Ｆ１２） を押し、 F10 プレビュー または F12 印刷する を押します。 

 

 

点数や算定回数が 

表示されます。 


